
「多
自
然
型
川
づ
く
り
」の
推
進

・高度経済成長
・急速な都市化
・公害問題

水質汚
濁改善

運動スペー
スの確保

親水性向上 まちづくりとの
一体化

生態系の
重視

【
社
会
動
向
】

【
河
川
行
政
の
対
応
】

〈S45水質汚濁防止法〉

・オープンスペースの減少
・親水性へのニーズ

・まちづくりの展開
・歴史・景観・文化の重視
・うるおいのある

水環境への関心

・自然愛護思想の高まり
・地球環境問題への関心

河
川
敷
地
占
用
許
可
準
則
の
制
定

水
質
調
査
の
実
施

河
川
環
境
管
理
の
あ
り
方
に
つ
い
て

（河
川
審
議
会
答
申
）

河
川
環
境
管
理
基
本
計
画
の
策
定
開
始

河
道
整
備
事
業

水
質
汚
濁
防
止
連
絡
協
議
会
設
置

河
川
浄
化
事
業

ふ
る
さ
と
の
川
モ
デ
ル
事
業

マ
イ
タ
ウ
ン
・
マ
イ
リ
バ
ー
整
備
事
業

ラ
ブ
リ
バ
ー
制
度

〈S33水質の保全に関する法律〉

S33～ S40 S50 S58 H2

「河
川
水
辺
の
国
勢
調
査
」
実
施

魚
が
の
ぼ
り
や
す
い
川
づ
く
り

推
進
モ
デ
ル
事
業

河
川
法
改
正

環境を
目的化

H９

河
川
整
備
基
本
方
針
、
河
川
整
備
計
画
策
定

自
然
再
生
事
業
の
創
設

自然再生
の要請

H14

多
自
然
型
川
づ
く
り
レ
ビ
ュ
ー
委
員
会

〈H4種の保存法〉
〈H5環境基本法〉

〈H6環境基本計画〉

〈H15自然再生推進法〉

Ｓ５４～Ｓ５８

第二古川せせらぎ公園整備
Ｈ７～Ｈ１１ 第一古川多自然型川づくり【

太
田
川
】

基町環境護岸

Ｓ４９～Ｓ５６

Ｈ１～Ｈ５
広島城お堀の浄化

Ｈ７～Ｈ１０ 魚がのぼりやすい川づくり

13.1 太田川の整備と河川環境施策の変遷 13.古川の環境整備



高瀬堰高瀬堰

第
一
古
川

第
一
古
川

第
二
古
川

第
二
古
川

第
一

古
川

第
二

古
川

ＩＣ

安
川

太田川
山

陽
自

動
車

道Ｎ

神田橋1k

2k
3k

4k 5k

6k
5k

古川

三川橋

ラブリバー認定区間
高瀬堰

●第一古川は、高瀬堰から分流し、国道54号 を超えた
あたりで第二古川を合流し古川となる。
その後 ,安川と合流し西原地区で再び太田川に注い
でいる。

●古川はかつて太田川の本流であった。
慶弔12年（1607）の洪水により本流が現流路に移っ
たため太田川の派川となる。

太
田
川

太
田
川

古川全域古川全域 安川合流点上流域安川合流点上流域

６７．５ｋｍ２６７．５ｋｍ２ ９．５ｋｍ２９．５ｋｍ２

流路延長流路延長 ６．１ｋｍ６．１ｋｍ ３．５ｋｍ３．５ｋｍ

流域面積流域面積

●洪水時には分派流路として下流部の被害軽減に寄与。
太田川下流部の改修に伴い、
昭和44年に分派点が締め切られ、分流路としての役
目を終える。

山陽自動車道

山陽自動車道

国
道

５
４
号
線

国
道

５
４
号
線

●全国に先駆け、昭和49年に多自然川づくりを実施。

13.2 古川の概要 13.古川の環境整備



13.3 古川環境整備計画

★古川ブロック：憩いのせせら
ぎ、人と川のふれあい空間：
・せせらぎを活用した親水公
園の整備

太田川河川環境管理基本計画

古川環境基本計画の基本方針古川環境基本計画の基本方針
古川の自然的な植生、生態系保全と活用を図る中で、人とのふれあい古川の自然的な植生、生態系保全と活用を図る中で、人とのふれあい
の場を整備。の場を整備。
○第一古川整備○第一古川整備

周辺のまちづくりをふまえ、自然生態系を重んじた自然ﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ親水空間の創出。周辺のまちづくりをふまえ、自然生態系を重んじた自然ﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ親水空間の創出。

○第二古川整備○第二古川整備
周辺のまちづくり内容と整合のとれた、ﾗﾌﾞﾘﾊﾞｰ計画の推進による改修・改良計画。周辺のまちづくり内容と整合のとれた、ﾗﾌﾞﾘﾊﾞｰ計画の推進による改修・改良計画。

○周辺ﾚｸﾘｪｰｼｮﾝとのﾈｯﾄﾜｰｸ○周辺ﾚｸﾘｪｰｼｮﾝとのﾈｯﾄﾜｰｸ
太田川・古川下流等周辺ﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ空間とﾈｯﾄﾜｰｸした整備計画を考察する。太田川・古川下流等周辺ﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ空間とﾈｯﾄﾜｰｸした整備計画を考察する。

（治水、利水計画との整合）（治水、利水計画との整合）

第一古川整備第一古川整備

治水、利水計画との整合をと治水、利水計画との整合をと
り、一元的に管理する中で、り、一元的に管理する中で、
自然生態系を重んじた、自然自然生態系を重んじた、自然
ﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ親水空間の創出ﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ親水空間の創出

（ラブリバー計画との整合）（ラブリバー計画との整合）

第二古川整備第二古川整備

周辺まちづくり内容と整合のと周辺まちづくり内容と整合のと
れた、ﾗﾌﾞﾘﾊﾞｰ計画の推進にれた、ﾗﾌﾞﾘﾊﾞｰ計画の推進に
よる改修・改良計画よる改修・改良計画

（周辺とのﾈｯﾄﾜｰｸの整合）（周辺とのﾈｯﾄﾜｰｸの整合）

周辺ﾚｸﾘｪｰｼｮﾝとの周辺ﾚｸﾘｪｰｼｮﾝとの

ネットワークネットワーク

太田川、古川下流等周辺ﾚｸﾘ太田川、古川下流等周辺ﾚｸﾘ
ｪｰｼｮﾝ空間とﾈｯﾄﾜｰｸした整備ｪｰｼｮﾝ空間とﾈｯﾄﾜｰｸした整備
計画を考案する計画を考案する

《《全体整備の基本方針全体整備の基本方針》》

古川の自然的な植生、生態系保全と活用を図る中で、古川の自然的な植生、生態系保全と活用を図る中で、
人とのふれあいの場を整備する人とのふれあいの場を整備する

太田川河川環境管理基本計画太田川河川環境管理基本計画

太田川河川環境管理基本計画との整合太田川河川環境管理基本計画との整合

古川ブロック（古川親水公園）古川ブロック（古川親水公園）
・自然レクリェーション空間の創出・自然レクリェーション空間の創出
・川とふれあう親水空間の創出・川とふれあう親水空間の創出

13.古川の環境整備



コンクリートの見えない工法コンクリートの見えない工法

法面の緩傾斜化法面の緩傾斜化

水際と表土の利用水際と表土の利用

散策路散策路

丸木橋丸木橋

空石積み空石積み

ランドマークランドマーク

低々水路低々水路
既存樹木の保全と移植既存樹木の保全と移植

落差工落差工

中州工中州工

ワンドワンド

空石積み空石積み

中州工中州工

既存樹保全

散策路散策路

管理用通路管理用通路

ブ
ロ

ック
マ
ット

ブ
ロ

ック
マ
ット

表土埋戻し表土埋戻し 緩傾斜法面

管理用通路管理用通路

植生ロール植生ロール

13.4 第1古川の整備内容

断面図断面図

13.古川の環境整備



七軒茶屋橋より下流：施工前七軒茶屋橋より下流：施工前 施工後施工後

七
軒
茶
屋
橋

七
軒
茶
屋
橋

第二古川橋
第二古川橋

国道国道5454号号

第一古川橋

第一古川橋

八
木

梅
林

橋

八
木

梅
林

橋

第
一

古
川

第
一

古
川

第二古川
第二古川

東
松

原
橋

東
松

原
橋

東松原橋より下流：施工前東松原橋より下流：施工前

施工後施工後

七軒茶屋橋より第二古川橋：施工前七軒茶屋橋より第二古川橋：施工前

施工後施工後

八木梅林橋より下流：施工前八木梅林橋より下流：施工前

施工後施工後

東松原橋より上流：施工前東松原橋より上流：施工前

施工後施工後

13.5 第1古川の整備前後 13.古川の環境整備



13.6第2古川完成後の写真

第
二
古
川

第
二
古
川

第二古川第二古川

第二古川第二古川

古川：山陽自動車道付近：完成前古川：山陽自動車道付近：完成前

古川：山陽自動車道付近：完成後古川：山陽自動車道付近：完成後

古川古川
古川：古川：第一・第二古川合流直後）第一・第二古川合流直後）

13.古川の環境整備



13.7 地域住民等の活動
●せせらぎ会

Ｓ５４年に結成され、せせらぎ河川公園の清掃や地域交流イベントである「せせらぎの夕べ」の開
催など河川愛護活動を行っている。

●佐東地区まちづくり協議会
古川土地区画整理事業の都市計画決定の翌年(Ｓ６３）に設立され、まちづくり計画の策定に係

わってきた。

●古川ファンクラブ
古川下流部を主な活動拠点とし、河川の清掃活動、自然観察などを継続的に実施しており、直轄
事業である古川河道整備事業や市の水鳥緑道整備事業に関連して、「古川の川づくり」の活動を
通し行政と意見交換を実施してきた。

地域住民による河川清掃地域住民による河川清掃

せせらぎの夕べせせらぎの夕べ

古川古川::中学生の環境学習中学生の環境学習 第一古川第一古川::水遊び水遊び

13.古川の環境整備


